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防犯灯設置等補助金申請の手引 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
＜問い合わせ＞ 

総務部総務課 交通・地域安全担当 

ＴＥＬ２３-７１８３ ＦＡＸ２５-７９７３ 

 

＜申請書の提出先＞ 

総務課または各総合支所・各地区市民センターへ 

 

 

 

 

 

防犯灯は、夜間・早朝の犯罪、事故等の危険を防止するために各自治公民館

等の防犯組織によって設置され維持管理されています。市は都城市防犯灯設置

等補助金交付要綱に基づき補助金を交付いたします。 

都城市 PR キャラクター兼 PR 部長 ぼんちくん 
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防犯灯設置等補助金（目次） 

 維持管理費の補助金  

※ 申請期限は９月末です 

１ 交付手順                           ……… Ｐ２ 

２ 維持管理費申請書記入例              ……… Ｐ３ 

３ 申請時に必要な添付書類（４月分の電気料金領収証） ……… Ｐ４・５ 

４ 補助金請求書記入例                ……… Ｐ６ 

５ 通帳の写し（表紙及び表紙裏面）           ……… Ｐ７ 

 

 設置工事費の補助金 

※ 工事完了日から３カ月以内に申請してください 

（ただし、令和６年１月以降に申請する場合は、会計年度末 

（令和６年３月末日）が最終期限となります。） 

１ 防犯灯設置工事の手順                    ……… Ｐ８ 

２ 交付手順                     ……… Ｐ９ 

３ 設置費申請書記入例                ……… Ｐ１０ 

●申請時に必要な添付書類について 

１ 電気ご使用申込書及びお客様設備工事設計図         ……… Ｐ１１ 

２ 設置場所の詳細地図                ……… Ｐ１１ 

３ 工事代金領収証の写し               ……… Ｐ１２ 

４ 防犯灯設備工事証明書について                    ………  Ｐ１３ 

５ 補助金請求書の書き方               ……… Ｐ６ 

６ 通帳の写し（表紙及び表紙裏面）          ……… Ｐ７ 

７ 写真について                    ……… Ｐ１４ 

８ 電話柱（ＮＴＴ柱）へ防犯灯を設置する場合の注意点  ……… Ｐ１５ 

 

防犯灯緊急時連絡先      Ｐ１５ 

防犯灯設置等補助金交付要綱  Ｐ１６ 

補助金交付額一覧表      Ｐ１７ 

よくある質問         Ｐ１８・１９ 
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維持管理費の補助金 

１ 交付手順 

防犯灯の年間の維持管理に必要な電気代等の経費を補助します。 

 

補助金交付申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所への提出書類 

１ 「補助金等交付申請書 維持管理費」  

２ 「2023年４月分の電気料金領収証」の写し 

※ 防犯灯の灯数及びワット数のわかるもの 

３ 「補助金請求書」 

４ 「通帳の写し（表紙及び表紙裏面）」（P７参照） 

 

※ 領収証を紛失された場合は、総務課までご連絡ください。 

九州電力㈱へ４月分の電気料金支払証明書（有料）を請求の上、４月分の請求書と

共にご提出いただく必要があります。 

 

 

補助金の交付  

１ 申請書の内容を審査（灯数及びワット数により補助金額を算定）し、補助金額を確定後、

「補助金等交付決定書」を送付します。 

２ 補助金は「補助金等交付決定書」が届いてから、２～３週間ほどで入金されます。 

３ 補助金は原則口座振込とします。それ以外の方法で受領したい場合にはご相談ください。 

・・・・５月から９月末まで受付 

 

 

 

 
維持管理費の補助金申請書の提出期限は９月末日です。

それ以降の申請は受理できません。ご注意ください。 

申請書 

 

都城市 PR キャラクター兼 PR部長 

ぼんちくん 

領収証は、4 月下旬～５月中に届くよ 

請求書と間違いやすいから気をつけてね。 
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２ 維持管理費申請書記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 

《空白》 

押印 

捨印 《空白》 

 

 

団体名、氏名を記入してください。 

 

 

団体名等を記入してください。 

（審査後、市で記入します。） 

（留意事項） 

・団体名は、自治公民館は「都城市自治公民館連絡協議

会」登録のものとなります。 

・代表印、捨印及び訂正印は、すべて同一の印鑑で押印

してください。 

押印は、代表者、館長の私印で結構です。 

・代表者氏名は、館長 ○○ ○○としてください。 

（自治公民館以外の団体の場合は、会長・理事長・班長

等を氏名の前にご記入ください。） 

印 

印 

押印 

 維持 

管理 
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３ 申請時に必要な添付書類（４月分の電気料金領収証） 

【口座引き落としの場合】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『×請求書』ではなく 

『〇領収証』だよ。 

「2023年４月分」と記載されているもの 

種別は｢公衆街路灯Ａ｣ 

１ページから最終ページ

まで全て必要 

「電気料金領収証」と

記載されているもの 

 

種別は｢公衆街路灯Ａ｣ 

「2023年４月分」と

記載されているもの 

「電気料金領収証」と

記載されているもの 

ハガキ 

封書 

都城市 PR キャラクター 

兼 PR 部長 ぼんちくん 

 

 

 

 

2023 

 

2023 
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【現金払いの場合】銀行やコンビニで直接支払い 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ゆうちょ銀行を御利用の場合＞ ＜その他の銀行やコンビニを御利用の場合＞ 

現金払いの場合、領収証と防犯灯の灯数及びワット数の分かるもの（電気料金請求

書、電気料金請求書兼ご使用料のお知らせ等）を一緒に提出してください。 

※防犯灯の灯数及びワット数により補助金額を決定いたします。 

「2023 年４月分」と

記載されているもの 

「振替払込請求書兼

受領証」と記載されて

いるもの 

「2023年４月分」と

記載されているも

の 

灯数及びワット数の分かるもの 

「2023年４月分」と書かれているもの 

885-0000 都城市○○町 1-1 

（一緒に提出） 

 

 

 

 

 

 

「電気料金領収証」と

記載されているもの 

 

 維持 

管理 
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４ 補助金請求書記入例 

 

都城市長   宛て 

 

請  求  書 

 

請求金額          

但し、防犯灯設置等補助金として 

    上記のとおり請求します。 

 

    平成    年    月    日 

 

        請求団体名   都城自治公民館 

        代表者住所    都城市 姫城町 6街区 21号 

        代  表  者    館長   都城 太郎         

 

支

払

方

法 

・口座振替 

 

・現    金 

金 融 機 関  

宮崎銀行 ・ 都城農協 ・ 鹿児島銀行 

宮崎第一信金 ・ 宮崎太陽銀行 

ゆうちょ銀行 ・ （           ） 

支 店 名   〇〇支店 

預 金 種 別  普  通    ・    当  座 

口 座 番 号   〇〇〇〇〇〇〇 

口 座 名 義 人 (フリガナ) 〇〇コウミンカン、〇〇ジチコウミンカン 等 

  

印 

 

《空白》 

《空白》 

団体名や口座情報を記入してください。 

申請書の記載内容と 

合わせてください。 

・口座情報は、正確（特にフリガナ）に記入ください。 

・口座名義人は、金融機関で手続きをし、請求団体名と同じにしてください。 

・口座名義人が請求団体と同一と確認できない通帳へは振り込めません。 

・個人名義のものは原則認められません。 

 

共通 

但し書きは、「維持管理費」、「設置費」ともに 

防犯灯設置等補助金になります。 
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５ 通帳写し（表紙および表紙裏面） 

 

※ 通帳の写しは、表紙と表紙裏面の写しを添付してください。 

  確認事項…金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人（フリガナ） 

 

 

都城農協・宮崎銀行・宮崎第一信用金庫 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆうちょ銀行 

  

 

 

 

 

 

  

店(舗)番号 (○○○○－)××× 口座番号 ○○○○○○○ 

                        〇〇自治公民館 様 

普通預(貯)金通帳 
〇〇バンク  

お客様番号 ○○○○○○○ 

おなまえ  〇〇ジチコウミンカン サマ 

 

 

 

お取引店(口座開設店)  ○○銀行 都城支店 

電話番号  ○○－×××× 

通帳発行店(通帳繰越店) ○○支店 

表紙裏面 

〇〇自治公民館 様 

ゆうちょ銀行 

 

総合口座通帳 

記号    番号  

  17300  12345671 

おなまえ  〇〇ジチコウミンカン サマ 

 

 

 

【店名】七三八（読み ナナサンハチ） 

【店番】738【預金種目】普通預金 【口座番号】１２３４５６７ 

表紙 

 

共通 

表紙裏面 

表紙 

 ゆうちょ銀行は、こちらの口座情報を記載ください。 
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設置工事費の補助金 
 

 

１ 防犯灯設置工事の手順 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工事内容により添付書類が変わることがあります。  

補助金申請添付書類 

１ 電気ご使用申込書及びお客様設備工事設計図 お客さま(控） 

又は防犯灯設備工事証明書（※九電への申請を必要としないとき） 

２ 設置場所の詳細図 

３ 工事代金の領収証（写し） 

４ 写真（工事前：全景、工事後：全景、近接、ブラケット取替時は新旧器具） 

５ 通帳の写し（表紙及び表紙裏面） 

〔年間計画を立てて設置されることをお勧めします。〕 

九電柱へ 

ＬＥＤ灯を 

新設・取替 

小柱・その他の柱へ 

ＬＥＤ灯を 

新設・取替 

※柱の持ち主の 

許可が必要です 

ＮＴＴ柱へ 

ＬＥＤ灯を 

新設・取替 

小柱を 

設置・建替え 

許可申請書を

NTT へ提出 

（15 ページ参照） 

↓ 

許可証の受領 

（工事前）全景写真 を撮影 

 

（作業中）設置・交換作業 

器具を撮影 ※器具交換の場合は、必ず新旧の器具を一緒に撮影 

 

（工事後）全景写真 と近接写真（器具＋電柱番号等） を撮影 

      九州電力へ完成届を提出 

      工事代金の支払い 

※「移設工事」や「球替えのみ」の場合は、補助の対象ではありません。 

写真の撮り方は、 

Ｐ１４を確認！ 

工事施工 
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２ 交付手順 

新しい防犯灯を設置および防犯灯を取替えた際、工事にかかった経費を補助します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所への提出書類 

１ 「補助金等交付申請書 設置費」 

２ 「電気ご使用申込書及びお客様設備工事設計図 お客さま（控）」 

   又は、「防犯灯設備工事証明書」（九電への申請を必要としないとき） 

３ 「設置場所の詳細図」 

４ 「工事代金の領収証の写し」（小柱設置時は、購入したことがわかるもの） 

５ 「補助金請求書」 

６ 「写真」（工事前：全景、工事後：全景、近接、ブラケット取替時は新旧器具） 

※詳しくは１４ページでご確認ください。 

７ 「通帳の写し」（表紙及び表紙裏面） 

 

 
補助金の交付 

１ 申請書の内容を審査し、補助金額を確定後「補助金等交付決定書」を送付します。 

２ 補助金は「補助金等交付決定書」が届いてから、２～３週間ほどで入金されます。 

３ 補助金は原則口座振込とします。それ以外の方法で受領したい場合にはご相談くだ

さい。  

工事完了日から３ヵ月以内に申請してください。 

令和６年１月以降に申請する場合は、会計年度末 

（令和６年３月末日）までの受付となります。 

それ以降の申請は受理できません。ご注意ください。 

都城市 PR キャラクター 

兼 PR 部長 ぼんちくん 

 

設置 

早めに申請しましょう。 
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印 

 ３ 設置費申請書記入例 

《空白》 

《空白》 

（留意事項） 

・団体名は、自治公民館は「都城市自治公民館連絡協議

会」登録のものとなります。 

・代表印、捨印及び訂正印は、すべて同一の印鑑で押印

してください。 

押印は、代表者、館長の私印で結構です。 

・代表者氏名は、館長 ○○ ○○としてください。 

（自治公民館以外の団体の場合は、会長・理事長・班長

等を氏名の前にご記入ください。） 

捨印 

押印 

押印 

 

 

 

 

団体名、氏名を記入してください。 

団体名等を記入してください。 

（審査後、市で記入します。） 

印 

印 
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● 申請時に必要な添付書類について 

 

１ 電気ご使用申込書およびお客様設備工事設計図 お客さま（控）（九電発行） 

 

防犯灯の新設や電気容量の増減が発生した際（例:蛍光灯から LED 灯へのブラケット取替工事等）に発

行されます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 旧様式を添付される場合は受付印をもらってください。 

  

 

 

２ 設置場所の詳細図 

 

  設置場所が分かる地図を添付してください。 

（設置場所の確認検査を行っています。） 

 

  

防犯灯の種類、容量、灯個数等が記載されているか確認を

お願いします。（ＬＥＤ灯の設置が補助対象となります） 

「電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書  お客さま（控）」 

 

設置 

（注意！）内容をご確認ください。 

・九電に容量変更の申請をしない限り 

電気代は従来通りの請求がきます。 

・防犯灯を撤去した際も申請しなければ、 

電気代は従来通りの請求がきます。 

地図 
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３ 工事代金の領収証の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工事代金の支払いが「振込み」の場合 

 

 

 

 

 

  

《他例》 

・防犯灯設置代金として 

・防犯灯、鋼管ポール設置

代金として 

※小柱を新設した時は、購入した事がわかるもの（明細書等）を添付してください。 

（購入していないものについての補助金はありません） 

振込受付書 

（一緒に提出） 

請求書 

振込みの場合は、内容の確認ができませんので、「振込受付書」と「工事代金請求書」

を一緒に提出してください。 
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４ 防犯灯設備工事証明書について 

ＬＥＤからＬＥＤへ取替などの容量変更のないブラケット取替工事や小柱の建替工事など、

九電への申請を必要としない工事の際に提出してください。 

 

※ 上記等の場合は、工事施工業者からの防犯灯設備工事証明をもらってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

５ 補助金請求書 

６ページ「補助金請求書記入例」をご覧ください。 

 

６ 通帳の写し（表紙および表紙裏面） 

７ページをご覧ください。 

  

工事年月日を必ず記

入してください。 

工事完了年月日と

工事店の証明印を

必ずお願いします。 

地図は手描きでも構

いませんが、位置を特

定できるように図示

してください。 

記入例のように、 

工事内容の詳細をご

記入ください。 

 

※災害（落雷など）に

よる場合は、その内

容を詳しく記入して

ください。 

○印  

都城市 PR キャラクター 

兼 PR 部長 ぼんちくん 

 

設置 
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７ 写真について 

防犯灯の設置工事完了を確認するため、工事前と工事後の写真を提出してください。 

（全景撮影及び近接撮影のもの）の写真を提出してください。 

・新規設置時の提出写真        ： ①＋②＋③ 

・ブラケット（器具）取替時の提出写真 ： ①＋②＋③＋④ 

例） 

①全景写真（工事前）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②全景写真（工事後）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④新旧器具写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※器具取替の場合は、新旧の器具の写

真も一緒にご提出ください。 

 

※新旧の器具を並べて一枚の写真に

してください。 

※、電柱番号等

が読み取れ

るよう器具

と一緒に撮

影してくだ

さい。 

【旧】 【新】 

※全景撮影をするときは、防犯灯が

道路を照らしていることがわかる

ように撮影してください。 

③近接写真（工事後） 

← LED 灯 

← NTT番号 

← 九電番号 

駐車場や公民館の 

敷地内だけを照らして 

いるものは対象外だよ。 

はっきりと撮影！ 

都城市 PR キャラクター 

兼 PR 部長 ぼんちくん 
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８ 電話柱（ＮＴＴ柱）へ防犯灯を設置する場合の注意点 

 

電話柱に防犯灯を設置する場合は、事前にＮＴＴの承諾が必要となります。 

工事前にＮＴＴへ直接申請を行ってください。ＮＴＴの許可が下り、ＮＴＴから設置

許可証が届き次第、工事を行ってください。 

  

電話柱への設置申請の提出書類は、 ＮＴＴ西日本ホームページからダウンロードし

て取得してください。 

 

 

・申請書様式 防犯灯申請書兼承諾書 

       記入例 

 

＜ＮＴＴのお問い合わせ先＞ 

住所：〒880-0806 

宮崎県宮崎市広島１丁目５－３ ＮＴＴ広島ビル東棟４Ｆ 

㈱ＮＴＴフィールドテクノ サービスエンジニアリング部 

フィールドオペレーション部門 設備貸借管理センタ 

第六ユニット 第七グループ 

T E L：0985-34-9551 

受付時間：平日 9時 00分～17時 00分まで 

 

 

 

防犯灯緊急時連絡先 

 

九州電力（株）都城配電事業所 

0800-777-9444（365日・24時間対応） 

・自動点滅器の不具合（昼間でも電気が点いているなど） 

・落雷時などの不点滅 

 

 

設置 

宮崎支店 申請様式 NTT 西日本 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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   都城市防犯灯設置等補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 市は、市内における防犯灯の設置を促進し、夜間の犯罪、事故等の危険を防

止するため、防犯灯の設置及び維持管理を行う自治公民館等に対し、予算の範囲内

において補助金を交付するものとし、その交付については、都城市補助金等交付規

則（平成 18年規則第 64号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (１) 防犯灯 夜間における犯罪及び事故等の危険を防止するために街路等に設

置され、日没から日の出まで道路を照らしている電灯その他の設備をいう。 

 (２) 自治公民館等 自治公民館、自治会、防犯組合その他これらに類する地域組

織で、防犯灯の設置及び維持管理を行うことのできる団体をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、自治公民館等とする。 

 （補助金の種類等） 

第４条 補助金の種類、補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年３月 31日限り、その効力を失う。 

   附 則（令和３年３月 19日改正） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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 補助金交付額一覧表 別表（第４条関係） 

【維持管理に係る補助金】 

補助対象経費 

10 ワット契約に係る電気代。ただ

し、当該年度の４月１日現在で使用

しているものに限る。 

10 ワットを超える契約に係る電気

代。ただし、当該年度の４月１日現

在で使用しているものに限る。 

補助金の額 1,400円(１灯当たり) 1,700円(１灯当たり) 

申請に係る添付書類 補助を受けようとする年度の４月分の電気料の領収書の写し等 

申請の期限 当該事業年度の９月末日 

支払方法 前金払 

【設置に係る補助金】 

補助対象 

経費 

小柱の設置に係る工事費。ただし、

建替えの場合は、設置後５年以上経

過したものに限る。 

ＬＥＤ灯の新設工事

費 

ＬＥＤ灯へのブラケ

ット取替工事費 

補助金の額 
15,700円以内 

（１本当たり） 

5,800円以内 

（１灯当たり） 

申請に係る

添付書類 

（１） 工事設計図の写し 

（２） 電気ご使用申込書お客様控 

（ブラケット取替えについては、契約内容に変更があったときに添付） 

（３） 工事代金の領収書の写し 

（４） 設置場所の詳細図 

（５） その他市長が必要と認める書類 

※（1）から（4）までの書類を提出できない場合は、工事内容を証明できるもの 

申請の期限 事業終了後３か月以内又は会計年度末のいずれか早い期日 

支払方法 確定払 

【復旧に係る補助金】 

補助対象 

経費 

防犯灯の復旧に係る全ての経費。ただし、市長が認めた災害等の場合に限る。 

補助金の額 
補助対象経費の３分の２以内の額。ただし、その額に 100円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てる。 

申請に係る 

添付書類 

（１） 工事設計図の写し 

（２） 領収書の写し 

（３） 設置場所の詳細図 

（４） その他市長が必要と認める書類 

※（1）から（3）までの書類を提出できない場合は、工事内容を証明できるもの 

申請の期限 事業終了後３か月以内又は会計年度末のいずれか早い期日 

支払方法 確定払 

復旧に係る補助金を 

申請する際は、事前に 

ご連絡ください。 
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【書類や提出方法について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【維持管理について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問 

Q1. 申請書をなくしてしまいました。 

A1.  市役所本館３階の総務課、または、お近くの市民センター

や各総合支所に申請書が置いてありますので、お気軽にお越し

ください。 

市役所のホームページからダウンロードすることもできます。 

Q2. 家から市役所まで距離があり、書類の提出が困難です。 

Q3. 「４月分の電気料金領収証」をなくしてしまいました。 

A2. 沖水・志和池・庄内・西岳・夏尾・中郷地区にお住まいの方は、

最寄りの地区市民センターに、山之口・高城・山田・高崎にお住ま

いの方は、各総合支所の地域振興課に提出されても構いません。 

A3. 九電へ４月分の電気料金支払証明書（有料）を請求の上、

４月分の請求書と共に提出してください。 

 

なお、４月分の請求書が無い場合は、４月分の電気料金支払証

明書中にワット数、灯数の明記されたものを請求の上、提出し

てください。 

質問者 

回答者 
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【設置について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A4. 補助の対象になります。金額等は 16、17 ページを参照してくだ

さい。 

また、使用中の白熱灯のブラケットに電球型 LED を取り付けた場

合は、九電に容量変更の申請をしない限り電気代は従来通りの請求が

きますので、ご注意ください。 

電球の取替えは補助対象ではないのでご了承ください。 

Q5. 地区の防犯灯を維持管理費の負担が軽い LED 型防犯

灯に取替えたいと考えていますが、LED型防犯灯にすれば、

必ず１０ワット契約になりますか。 

 

A5. LED 型防犯灯が全て１０ワット契約になるとは限りません。 

製品によっては、２０ワット契約になるものもあるので、 

業者の方と相談しながら選ぶことをお勧めします。 

他にもわからないこと、相談等ございましたら、 

お気軽に都城市役所総務課までご連絡ください。 

Q6. 昨夜、大きな雷が鳴り響いていると思ったら、いつも

点いている防犯灯が切れていて・・・、電気工事店に見ても

らったら、落雷による破損と言われたけど、補助の対象に

なるのかしら。 

 

A5. 【復旧に係る補助金】の対象になります。 

取替工事の際に、破損し焼け焦げた器具の写真をはっきりと撮影し、

その他必要書類とともに補助金申請のお手続きしてください。 

Q4. 今設置している白熱灯型防犯灯や蛍光灯型防犯灯を新

しく LED 型防犯灯に取替えたいのですが補助の対象にな

りますか。 
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九州電力料金区分（公衆街路灯Ａ） 

 

※各ワット数の月額は、2022年 4月請求分を参考 

 

 

市が交付する年間電気代補助金額   1,400 円（１灯当たり） 

152円（月額）×12（月）＝1,824円（年額） 

       各団体年間負担額 1灯当たり   424円（年額－補助金額）  

   

 

 

 

 

市が交付する年間電気代補助金額   1,700 円（１灯当たり） 

・20ワット契約 

  213円（月額）×12（月）＝2,556円（年額） 

各団体年間負担額 1灯当たり  856円（年額－補助金額）  

 

・40ワット契約 

  335円（月額）×12（月）＝4,020円（年額） 

         各団体年間負担額 1灯当たり 2,320円（年額－補助金額）  

 

・60ワット契約 

  458円（月額）×12（月）＝5,496円（年額） 

         各団体年間負担額 1灯当たり 3,796円（年額－補助金額）  

 

  

  

１０ワット契約 

１０ワットを超える契約 



 

 

 

地域安全 各季の運動  

運動の名称 実施予定期間 

春の地域安全運動 ４月１日～４月 10日 

夏の地域安全運動 ８月１日～８月 31日 

全国地域安全運動 10月 11日～10月 20日 

年末年始地域安全運動 12月１日～１月３日 

 

交通安全 各季の運動等  

運動の名称 実施期間 

新入学（園）児の交通事故防止運動 ４月６日～４月 15日 

春の全国交通安全運動 ５月 11日～５月 20日 

自転車マナーアップ強化月間 ５月 

飲酒運転根絶強化月間 ７月 

秋の全国交通安全運動 ９月 21日～９月 30日 

夕暮れ時の早めの点灯・ピカピカ運動 11月 1日～１月 31日 

冬の交通安全県民総ぐるみ運動 12月１日～12月 10日 


